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【研究の目的】 
 現代国家における議会制の共通性と個別性を法制の観点から検討し、あわせてその胴体を把握し、今
後の定位を探る。比較法的視点から、法律の定義、法律制定過程、修正権等について研究する。 
 
【研究活動及び成果】 

大変残念ながら、2021年度もCOVID-19の影響を受け、グループとしての活動は限定的なものとなった
が、科研費の申請準備等、次の研究に向けた取り組みの準備を行った。 
学術雑誌 

2018年に当グループと「憲法裁判の基礎理論」共同研究グループが共同して実施したシンポジウムの
記録について、基調講演者（鬼丸かおる元最高裁判所裁判官）の講演及び植野妙実子名誉所員（当時当
グループ代表）の講演を公表した。 

鬼丸かおる「最高裁判所裁判官を終えて考えたこと」『比較法雑誌』55巻４号（2022年3月）５頁 
植野妙実子「フランスにおける憲法裁判と憲法学の進展」『比較法雑誌』55巻４号（2022年3月）35
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